
○漏水に対する水道料金の減免取扱要綱 

平成22年6月24日 

告示第25号 

(目的) 

第1条 この要綱は、川本町水道事業給水条例(平成10年川本町条例第18号)第36条の規

定に基づき、給水装置において漏水があった場合における水道料金の減免に関し必

要な事項を定めるものとする。 

(減免の対象となる漏水) 

第2条 漏水減免ができる漏水は、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)

が次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合とする。 

(1) 使用者等が善良なる注意と管理をもってしても発見できなかった自然経過的

な漏水であること。 

(2) 無届工事又は違反工事の部分から生じた漏水でないこと。 

(3) 漏水発見後、早期修理の意図が認められること。 

(4) 漏水を含む使用水量が、平均使用水量を超えていること。 

(5) 漏水発生以前の水道料金が完納されていること。 

(漏水量の認定) 

第3条 漏水量の認定は、計量水量から平均使用水量(基礎水量)を差し引いた残りを漏

水量とする。 

(平均使用水量の認定) 

第4条 漏水量の認定の基礎となる平均使用水量は、当該漏水発生直前半年間の平均使

用水量と前年同期の使用水量を比較し、いずれか多い方の使用水量を平均使用水量

とする。 

(減免水量の計算) 

第5条 減免を必要とする検針月の使用水量から平均使用水量を差し引いた値の2分の

1の値を減免水量とする。 

 



(減免の対象期間) 

第6条 減免の対象となる期間は、1給水装置について前回の検針から漏水が発見され

た日までの期間とする。 

(申請の手続) 

第7条 水道料金の減免措置を受けようとする使用者等は、水道料金減免申請書(様式

第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。 

(認定又は却下の通知) 

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、減免の可否を決

定し、その結果を水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するもの

とする。 

(その他) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。



様式第１号（第７条関係） 

水 道 料 金 減 免 申 請 書 
      年      月      日 

川   本   町   長   様 
（申 請 者） 

住       所                                    

氏       名                                 ㊞ 

電 話 番 号                                    
  漏水修繕工事が完了しましたので、川本町水道事業における漏水に対する水道料金の減免取

扱要綱第７条の規定により、下記のとおり水道料金の減免を申請します。 
記 

減免対象期間    年   月検針分（  年  月・  月分） 
水道使用場所 
（修繕場所） 

（申請者住所と同一の場合は省略） 
川本町大字          

水道使用者  （申請者氏名と同一の場合は省略） 
 

申 請 理 由  
 

 
漏水発見方法 （ 使用者自身 ・ 検針業者からの連絡 ） どちらか選択して下さい 

 漏水発見日           年   月   日 
（又は連絡日） 

  漏水修繕工事依頼日        年   月   日 
 

漏水修理工事完了証明書 
   年   月   日 

下記のとおり工事を完了したことを証明します。 
 

給水装置工事主任技術者：   第       号 
                 氏 名              ㊞ 

川本町指定給水装置工事事業者 

住 所                    
（会社名）                   
称 号                    
代表者                    
氏 名                  ㊞ 

修 理 箇 所   
修理開始日     年  月  日 修理完了日     年  月  日 
修 理 内 容  

 
 
 

注１）「修理代金の領収書の写し」、「修理写真」を添付してください。 
注２）申請書は、修理後３ヶ月以内に提出してください。 



様式第２号（第８条関係） 

水 道 料 金 減 免 決 定 通 知 書 
 

文 書 番 号 
    年    月    日 

 
様 

 
川本町水道事業管理者 

川本町長           
 

  年    月    日付けで申請のあった水道料金の減免について、下記のとおり決定

したので通知します。 
 

記 
 
１  認   定 
 

申 請 月 分     年    月  ～      月分 

使 用 水 量 ㎥ 

減 免 水 量 ㎥ 

減免後の水量及び料金 ㎥           円（量水器代含まず） 
 
 
 
  減免水量＝（ 使用水量   － 平均使用水量 ）×１／２ 

      ＝（      ㎥ －       ㎥）×１／２ 

      ＝       ㎥（１㎥未満切捨て） 
 
 
２ 却下の理由 


